
Ａ
級
戦
犯

一
Ａ
級
戦
犯

一
法
令
上
、
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
世
上
一
般
に
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
お
い
て
、
極
東
国
際
軍

事
裁
判
所
条
例
第
五
条
第
二
項
ａ
に
規
定
す
る
平
和
に
対
す
る
罪
を
含
む
犯
罪
を
犯
し
た
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ

れ
た
者
、
す
な
わ
ち
、
具
体
的
に
は
東
条
英
機
等
二
五
名
を
指
し
て
、
Ａ
級
戦
犯
と
称
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、

横
浜
、
マ
｝
一
ラ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
の
各
地
で
、
米
、
英
、
中
、
蘭
等
の
各
国
の
軍
事
委
員
会
、
軍
法
会
議
等
に
お
い
て
、

通
例
の
戦
争
犯
罪
や
人
道
上
の
罪
に
問
わ
れ
、
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
を
、
世
上
一
般
に
は
、
Ｂ
・
Ｃ
級
戦
犯
（
Ｂ
級
か

Ｃ
級
か
の
区
別
は
一
般
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
）
と
称
し
て
い
る
。

二
Ａ
級
戦
犯
な
い
し
Ｂ
・
Ｃ
級
戦
犯
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
が
、
同
裁
判
所

の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
と
し
て
「
ａ
・
平
和
に
対
す
る
罪
』
、
「
ｂ
・
通
例
の
戦
争
犯
罪
」
、
「
Ｃ
，
人
道
に
対
す
る
罪
」

の
三
者
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、
同
裁
判
所
が
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
を
含
む
犯
罪
に
つ
き
、
個
人
と
し
て
、
又
は
団
体
員

と
し
て
訴
追
さ
れ
た
極
東
戦
争
犯
罪
人
を
審
理
し
、
処
罰
す
る
権
限
を
有
す
る
」
（
同
条
例
五
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ

三
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
二
五
名
に
対
す
る
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
（
昭
和
二
三
年
二
月
一
二
日
言
渡
し
）

の
結
果
は
、
別
添
資
料
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
同
裁
判
所
の
裁
判
を
め
ぐ
る
法
的
な
諸
問
題
に
関
し
て
は
種
々
の
議
論
が

あ
る
が
、
我
が
国
と
し
て
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
二
条
に
よ
っ
て
、
同
裁
判
所
の
裁
判
を
受
諾
し
て
い
る
。

四
靖
国
神
社
に
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
で
有
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
て
死
刑
執
行
さ
れ
又
は
受
刑
中
死
亡
し
た
東
条
英

機
等
一
二
名
が
、
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
新
聞
等
で
は
、
起
訴
後
、
判
決
を
受
け
ず
に
未
決
拘
禁
中
死
亡
し
た
二
名
（

松
岡
洋
右
及
び
永
野
修
身
）
を
含
め
て
Ａ
級
戦
犯
一
四
名
が
合
祀
さ
れ
た
旨
報
道
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
の
Ａ
級
戦
犯
の
用

語
は
、
前
記
の
説
明
と
は
異
な
り
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
で
の
有
罪
判
決
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
裁
判
所
に
起
訴
さ

と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『

《ｰ
（
二
口
メ
モ
）
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■
Ａ
級
戦
犯

（
参
考
資
料
ご

○
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
（
抄
）

一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
付
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
宣
言
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
を
設
置
し
た
。

本
裁
判
所
条
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
裁
判
所
条
例
は
、
次
の
と
お

第
一
章
裁
判
所

第
一
条
裁
判
所
の
設
置

第
一
章
裁
判
所

す
る
。
裁
判
所
の
常
設
地
は
、
東
京

第
五
条
人
及
び
犯
罪
に
関
す
る
管
轄

本
裁
判
所
は
、
平
和
に
対
す
る
罪

罪
人
を
審
理
し
、
処
罰
す
る
権
限
を

処
罰
す
る
権
限
を

平
和
に
対
す
る
罪

れ
た
者
全
員
を
Ａ
級
戦
犯
と
称
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

の
構
成

が
成
立
す
る
。

ａ
，
平
和
に
対
す
る
罪
す
な
わ
ち
、
宣
戦
を
布
告
し
、
若
し
く
は
布
告
し
な
い
侵
略
戦
争
若
し
く
は
国
際
法
、
条
約
、
協

定
若
し
く
は
誓
約
に
違
反
す
る
戦
争
の
計
画
、
準
備
、
開
始
若
し
く
は
遂
行
又
は
こ
れ
ら
の
各
行
為
の
い
ず
れ
か
を
達
成

す
る
た
め
の
共
通
の
計
画
若
し
く
は
共
同
謀
議
へ
の
参
加

極
東
に
お
け
る
重
大
戦
争
犯
罪
人
の
公
正
か
つ
迅
速
な
審
理
及
び
処
罰
の
た
め
、
こ
こ
に
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
を
設
置

る
。
裁
判
所
の
常
設
地
は
、
東
京
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
各
行
為
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
は
、
本
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
個
人
的
責
任

鐙

有
す
る
。

を
含
む
犯
罪
に
つ
き
、
個
人
と
し
て
、
又
は
団
体
員
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
極
東
戦
争
犯

1

鐙
（
二
口
メ
モ
）
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Ａ
級
戦
犯

（
参
考
資
料
二
）

○
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
判
定

（
注
ご
『

り
引
用
『

（
注
二
）
本
条
例
は
、
一
九
四
六
年
四
月
二
六
日
一
般
命
令
第
二
○
号
で
全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
抄
出
し
て

い
る
第
一
条
及
び
第
五
条
に
実
質
的
な
改
正
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
五
条
Ｃ
の
「
戦
時
中
す
べ
て
の
一
般
人
民
に
対
し
て

」
が
「
戦
時
中
に
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

ｂ
，
通
例
の
戦
争
犯
罪
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
法
規
ま
た
は
慣
例
の
違
反

Ｃ
、
人
道
に
対
す
る
罪
す
な
わ
ち
へ
戦
前
若
し
く
は
戦
時
中
す
べ
て
の
一
般
人
民
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
了
職
滅
、

奴
隷
化
、
追
放
及
び
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
又
は
犯
行
地
の
国
内
法
の
違
反
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
本
裁
判
所
の

管
轄
に
属
す
る
犯
罪
の
遂
行
と
し
て
、
若
し
く
は
こ
れ
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
政
治
的
若
し
く
は
人
種
的
理
由
に
基
づ

く
迫
害
行
為
上
記
犯
罪
の
い
ず
れ
か
を
犯
そ
う
と
す
る
共
通
の
計
画
又
は
共
同
謀
議
の
立
案
又
は
実
行
に
参
加
し
た
指

導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯
者
は
、
何
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
計
画
の
遂
行
上
行
な
わ
れ
た

導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯
士

一
切
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
有
す
る
。

【
絞
首
刑
】

東
条
英
機

土
肥
原
賢
二

広
田
弘
毅

板
垣
征
四
郎

木
村
兵
太
郎

松
井
石
根

戦
争
犯
罪
裁
判
関
係
法
令
集
第
Ｉ
巻
」
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
一
九
六
三
）
四
○
、
四
二
頁
よ

で

第第第第第第
551 1 1 1 1

、 、 、 、 、

2727272727
、 、 、 、 、

2929552929
、 、 、 、

3131 3131~

、 、 、 、訴
3232 3232因
、 、 、 、ー

5435 3533
、 、 、 、

5536 3635
、 、 、

54 5454

に

つ

い

〃〃〃〃〃て
←

有

罪

L
（
二
口
メ
モ
）
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■
Ａ
級
職
犯

■■■■■■■■■■■■■■■

注
（
訴
因
）
第
１
東
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
お
よ
び
イ
ン
ド
洋
と
、
そ
の
地
域
内
に
あ
る
諸
国
と
の
支
配

を
狸
得
す
る
た
め
に
、
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
う
共
同
謀
議
を
な
し
た
こ
と
．
第
”
中
国
に
対
し

て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
朋
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。

第
別
イ
ギ
リ
ス
連
邦
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
胡
オ
ラ
ン
ダ
に
対
し

●

鐘
（
二
口
メ
モ
）

－
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■
Ａ
級
戦
犯

（
参
考
資
料
三
）

○
戦
犯
の
合
祀
に
つ
い
て

一
・
靖
国
神
社
は
、
昭
和
五
三
年
一
○
月
一
七
日
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
一
二
名
を
合
祀
し
た
が
、
そ
の
氏
名
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。東
条
英
機

板
垣
征
四
郎

土
肥
原
賢
二

松
井
石
根

木
村
兵
太
郎

武
藤
章

広
田
弘
毅

白
鳥
敏
夫

東
郷
茂
徳

小
磯
国
昭

て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
認
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。

第
妬
ハ
サ
ン
湖
で
ソ
ヴ
ェ
ト
に
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
弱
ノ
モ
ン
ハ
ン
で
ソ
ヴ

ェ
ト
に
侵
略
戦
争
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
。
第
別
通
常
の
戦
争
犯
罪
の
遂
行
を
命
令
し
、
授
権
し
ぺ

許
可
し
た
こ
と
。
第
弱
捕
虜
と
一
般
抑
留
者
に
関
す
る
規
則
の
実
施
を
お
こ
た
っ
た
こ
と
。

〔
「
世
界
大
百
科
事
典
７
』
（
一
九
七
二
年
平
凡
社
刊
）
五
九
四
頁
（
寺
沢
一
執
筆
）
よ
り
引
用
〕

で

元
首
相

元
陸
軍
大
将

元
陸
軍
大
将

元
陸
軍
大
将

元
陸
軍
大
将

元
陸
軍
中
将

元
首
相

元
駐
伊
大
使

元
外
相

元
首
相

死
刑
執
行

受
刑
中
死
亡

〃 〃 〃 〃〃 〃〃 〃

〔‐
（
二
口
メ
モ
）
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畠
Ａ
級
戦
狂

（
参
考
資
料
四
）

○
本
年
八
月
一
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
に
よ
る
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
つ
い
て
（
抄
）

梅
津
美
治
郎
元
陸
軍
大
将
〃

二
・
ま
た
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
、
未
決
拘
禁
中
死
亡
し
た
次
の
一

松
岡
洋
右
元
外
相
未
決
拘
禁
中
死
亡

永
野
修
身
元
海
軍
元
帥
〃

二
、
し
か
し
な
が
ら
、
靖
国
神
社
が
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し
て
い
る
こ
と
等
も
あ
っ
て
、
昨
年
実
施
し
た
公
式
参
拝
は
、

過
去
に
お
け
る
我
が
国
の
行
為
に
よ
り
多
大
の
苦
痛
と
損
害
を
蒙
っ
た
近
隣
諸
国
の
国
民
の
間
に
、
そ
の
よ
う
な
我
が
国
の

行
為
に
責
任
を
有
す
る
Ａ
級
戦
犯
に
対
し
て
礼
拝
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
を
生
み
、
ひ
い
て
は
、
我
が
国
が
様
々
な

機
会
に
表
明
し
て
き
た
過
般
の
戦
争
へ
の
反
省
と
そ
の
上
に
立
っ
た
平
和
友
好
へ
の
決
意
に
対
す
る
誤
解
と
不
信
さ
え
生
ま

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
国
民
と
の
友
好
増
進
を
念
願
す
る
我
が
国
の
国
益
に
も
、
そ
し
て
ま
た
、
戦
没
者
の
究

三
、
も
と
よ
り
、
公
式
参
拝
の
実
施
を
願
う
国
民
や
遺
族
の
感
情
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
政
治
を
行
う
者
の
当
然
の
責
務
で
あ

る
が
、
他
方
、
我
が
国
が
平
和
国
家
と
し
て
、
国
際
社
会
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
い
よ
い
よ
重
い
責
務
を
担
う
べ
き
立
場

に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
際
関
係
を
重
視
し
、
近
隣
諸
国
の
国
民
感
情
に
も
適
切
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
慎
重
か
つ
自
主
的
に
検
討
し
た
結
果
、
明
八
月
一
五
日
に

極
の
願
い
に
も
副
う
所
以
で
は
な
い
。

平
沼
騏
一
郎
元
首
相

●

〃

一
名
も
同
時
に
合
祀
さ
れ
た
。

一

昭
和
六
一
年
八
月
一
四
日

後
藤
田
内
閣
官
房
長
官
談
話

鯵
（
二
口
メ
モ
）
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Ａ
級
戦
犯

（
質
問
主
意
書
・
答
弁
書
）

十
五
公

○
答
弁
書

十
四
政
府
は
、
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
Ａ
級
戦
犯
は
、
故
な
く
し
て
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ

と
も
、
明
ら
か
に
戦
争
責
任
を
有
す
る
者
と
み
な
し
て
い
る
の
か
。

十
五
公
式
参
拝
に
よ
っ
て
、
Ａ
級
戦
犯
は
復
権
さ
れ
た
の
か
。

○
質
問
主
意
書

七
政
府
は
、

い
る
の
か
。

七
及
び
十
四
に
つ
い
て

十
五
に
つ
い
て

一
の
１
に
つ
い
て

日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
）
第
十
一
条
に
よ
り
、
我
が
国
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁

判
を
受
諾
し
て
い
る
。

は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
公
式
参
拝
は
差
し
控
え
る
こ
と
と
し
た
。

去
る
八
月
十
五
日
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
は
、
戦
没
者
の
追
悼
を
行
う
目
的
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う

な
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。

日
本
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
責
任
を
追
及
し
た
極
東
軍
事
裁
判
総
体
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
面
で
疑
義
を
有
し
て

『

（
平
三
・
一
○
・
二
九
対
吉
岡
吉
典
・
参
）

（
昭
六
○
・
一
一
・
五
対
秦
豐
・
参
）

＆
（
二
口
メ
モ
）
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畳
Ａ
級
戦
犯

一
の
２
に
つ
い
て

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
国
民
の
戦
争
犯
罪
に
関
し
て
行
わ
れ
た
裁
判
と
し
て
は
、
④
東
京
に
お
い
て
行
わ
れ
た

極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
、
②
東
京
に
お
い
て
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
裁
判
及
び
③
連
合
国
各
国
が
開
い
た
法
廷

に
お
い
て
行
わ
れ
た
裁
判
が
あ
っ
た
。
③
に
つ
い
て
は
、
米
国
は
言
一
ラ
、
横
浜
、
上
海
、
グ
ァ
ム
等
に
お
い
て
、
英
国
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
、
タ
イ
ピ
ン
、
ラ
ン
グ
ー
ン
、
香
港
、
ベ
ナ
ン
、
ジ
ェ
ッ
セ
ル
ト
ン
、
メ
イ
ミ
ョ
ウ

等
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
ラ
バ
ウ
ル
、
ウ
エ
ワ
ク
、
モ
ロ
タ
イ
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
マ
ヌ

ス
等
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
、
パ
リ
ク
パ
パ
ン
、
マ
カ
ッ
サ
ル
、
モ
ロ
タ
イ
、
ポ
ン
チ
ャ
ナ
ッ
ク
、
メ
ナ
ド
、

ア
ン
ポ
ン
、
メ
ダ
ン
、
ク
ー
パ
ン
、
バ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ
ン
、
ホ
ー
ラ
ン
デ
イ
ァ
等
に
お
い
て
、
中
国
は
上
海
、
南
京
、
広
州
、

北
京
、
徐
州
、
漢
ロ
、
溶
陽
、
済
南
、
台
北
、
太
原
等
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
サ
イ
ゴ
ン
に
お
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
マ

ニ
ラ
に
お
い
て
裁
判
を
行
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

。
。
画
『
一
一

起
訴
さ
れ
た
者
の
数
及
び
そ
の
裁
判
結
果
を
裁
判
国
等
ご
と
に
示
す
と
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

鯵

鐙
（
ニ
ロ
メ
モ
）
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

英
国

米

国

い
わ
ゆ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
裁
判

極
東
国
際
軍
事
裁
判

裁
判
国
等

九
四
九

九
七
八

一

、

四
五
三 一一

二

八

へ

人
…

起
訴
さ
れ
た

者
の
数

五

一
一
一
一
一
一
一

四
○ 七

へ

人
一

死
刑

八
五
四

一
一
ハ
ー
ー ○

一
一
ハ

へ

人
…

無
期
刑

四
五
五

五
○
二

八
七
一
一
一
一

へ

人
一

有
期
刑

、

一

エ
ハ

七

一
一
一
ハ

一
八
八 一 ○

へ

人
…

無
罪

一
一

ヱ
ハ

八
三

八
九 ○

一
一
一

（
人
）

そ
の
他

（
注
）



■
Ａ
級
戦
犯

（
注
）
「

一
の
３
に
つ
い
て
「

一
の
４
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
人
と
は
、
日
本
国
内
及
び
国
外
に
お
い
て
連
合
国
が
開
い
た
法
廷
の
う
ち
極
東
国
際
軍
事
裁

判
所
以
外
の
も
の
（
以
下
「
連
合
国
戦
争
犯
罪
法
廷
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
審
理
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
人
を
指
し
、
こ
れ
を

裁
い
た
裁
判
が
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
裁
判
と
い
わ
れ
て
い
る
。

戦
争
犯
罪
裁
判
を
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
級
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
公
式
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る

Ａ
級
及
び
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
裁
判
の
区
別
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
争
犯
罪
人
と
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
人
を
指
し
、
こ
れ
を
裁
い

た
裁
判
が
Ａ
級
戦
争
犯
罪
裁
判
と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
昭
和
二
十
七
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
平
和
条
約
」
と
い
う
。
）
発
効
時
に
戦
争
犯
罪
人
と
し

て
巣
鳴
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
者
は
、
九
百
二
十
七
名
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
資
料
に
よ
れ
ば
、
》
一
ユ
ー
ビ
リ
ピ
ッ

ド
刑
務
所
（
通
称
モ
ン
テ
ン
ル
パ
刑
務
所
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
に
百
十
一
名
、
マ
ヌ
ス
島
刑
務
所
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
に
二

百
六
名
の
者
が
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
収
容
さ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
他
」
は
、
起
訴
取
下
げ
、
公
訴
棄
却
、
裁
判
中
止
、
死
亡
、
結
果
不
明
等
で
あ
る
。

r

と
（
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計

中

国

ブ
イ
Ⅲ
ノ
ピ
ン

フ
ラ
ン
ス

五
、
七
三
○

八
八
三

一

ノ､

九

二

○

九
九
一

一
四
九

一

七

一
ハ
ー
ニ

四
九
一
八 八
七

一
一
一
一
一

二
、
九
四
七

二
七
二

一

一

七

一
一
一
一

一
、
○
一
九

三
五
○
一
一

一
一
一
一

八
一

一

九

一

一

七 一



Ａ
級
戦
犯

二
の
ｌ
に
つ
い
て

二
の
３
に
つ
い
て

こ
の
２
に
つ
い
て

｜
の
５
に
つ
い
て

宣
誓
仮
出
所
制
度
と
は
、
昭
和
二
十
五
年
三
月
七
日
、
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て
服
役
す

る
す
べ
て
の
戦
争
犯
罪
人
を
対
象
と
し
て
、
拘
置
所
に
お
け
る
す
べ
て
の
規
則
を
忠
実
に
遵
守
し
つ
つ
、
一
定
の
期
間
以
上

服
役
し
た
戦
争
犯
罪
人
に
付
与
す
る
恩
典
と
し
て
設
け
ら
れ
た
仮
出
所
の
制
度
で
あ
る
。

右
制
度
に
よ
り
、
平
和
条
約
発
効
時
ま
で
に
出
所
し
た
者
の
数
は
、
八
百
九
十
二
名
で
あ
っ
た
。

Ａ
級
戦
争
犯
罪
人
に
対
す
る
減
刑
及
び
赦
免
は
、
平
和
条
約
第
十
一
条
及
び
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及
び

赦
免
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
三
号
）
を
根
拠
と
し
て
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
審
査
に
基
づ
く
我

が
国
の
勧
告
及
び
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
に
代
表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
の
決
定
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い

た
C

Ａ
級
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
う
ち
減
刑
さ
れ
た
者
は
十
名
（
い
ず
れ
も
終
身
禁
鋼
の
判
決
を
受
け

た
者
で
あ
る
。
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
昭
和
三
十
三
年
四
月
七
日
付
け
で
、
同
日
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
服
役
し
た
期
間
を
刑
期

と
す
る
刑
に
減
刑
さ
れ
た
。
な
お
、
赦
免
さ
れ
た
者
は
い
な
い
。

二
の
ｌ
に
お
い
て
述
べ
た
十
名
に
対
す
る
減
刑
は
、
い
ず
れ
も
、
我
が
国
の
勧
告
並
び
に
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ

ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
府
の
決
定
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
た
。
な
お
、
・
そ
の
減
刑
の
処
分
決
定
に
は
理
由
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
我
が
国
の
勧
告
は
、
本
人
の
善
行
及

び
高
齢
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
人
に
対
す
る
減
刑
及
び
赦
免
も
、
平
和
条
約
第
十
一
条
及
び
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及

轡

篭
（
ニ
ロ
メ
モ
）
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目
Ａ
級
戦
犯

二
の
４
に
つ
い
て

二
の
５
に
つ
い
て

二
の
６
に
つ
い
て

三
に
つ
い
て

び
赦
免
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。

平
和
条
約
第
十
一
条
及
び
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及
び
赦
免
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
赦
免
」
と

は
、
一
般
に
刑
の
執
行
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
赦
免
が
判
決
の
効
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
定
め
た
法

令
等
は
存
在
し
な
い
。

平
和
条
約
第
十
一
条
に
規
定
す
る
「
拘
禁
さ
れ
て
い
る
日
本
国
民
」
と
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
又
は
連
合
国
戦
争
犯

罪
法
廷
に
お
い
て
有
罪
と
さ
れ
、
刑
を
科
せ
ら
れ
て
平
和
条
約
の
発
効
時
ま
で
日
本
国
民
と
し
て
拘
禁
さ
れ
て
い
た
者
を
意

味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及
び
赦
免
等
に
関
す
る
法
律
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
刑
の
執

行
並
び
に
赦
免
、
刑
の
軽
減
及
び
仮
出
所
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
「
刑

を
科
せ
ら
れ
た
者
」
は
、
平
和
条
約
第
十
一
条
に
規
定
す
る
「
拘
禁
さ
れ
て
い
る
日
本
国
民
」
と
同
義
で
あ
り
、
平
和
条
約

発
効
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
を
離
脱
し
た
者
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
、
平
和
条
約
の
発
効
及
び
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令
等
の
廃
止

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
選
挙
権
、
被
選
挙
権
な
ど
の
公
民
権
が
回
復
さ
れ

た
。

Ａ
級
戦
争
犯
罪
人
の
す
べ
て
に
つ
い
て
刑
期
が
満
了
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
七
日
で
あ
り
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪

人
の
す
べ
て
に
つ
い
て
刑
期
が
満
了
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
で
あ
る
。
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
人
の
う
ち

お
尋
ね
の
朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
台
湾
出
身
者
に
つ
い
て
の
釈
放
の
時
期
は
、
不
明
で
あ
る
。

で

(‐
（
二
口
メ
モ
）
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■
Ａ
級
幽
婆
犯

四
の
２
に
つ
い
て

四
の
１
に
つ
い
て

資
料
に
よ
れ
ば
、
平
和
条
約
発
効
時
に
巣
鴨
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
者
の
う
ち
、
朝
鮮
半
島
出
身
者
と
推
定
さ
れ
る

者
は
二
十
九
名
で
、
そ
の
裁
判
国
は
、
十
八
名
が
英
国
、
十
名
が
オ
ラ
ン
ダ
、
一
名
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
あ
り
、
台
湾
出

身
者
と
推
定
さ
れ
る
者
は
一
名
で
、
そ
の
裁
判
国
は
英
国
で
あ
る
。

四
の
３
に
つ
い
て

四
の
４
に
つ
い
て

朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
台
湾
出
身
者
に
つ
い
て
、
赦
免
又
は
減
刑
を
受
け
た
者
の
数
そ
の
他
赦
免
又
は
減
刑
に
関
す
る
実

情
は
、
不
明
で
あ
る
。

朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
台
湾
出
身
者
の
刑
の
執
行
の
状
況
は
、
平
和
条
約
発
効
前
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

平
和
条
約
発
効
後
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
が
、
平
和
条
約
第
十
一
条
及
び
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及
び
赦

免
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
連
合
国
最
高
司
令
官
又
は
関
係
国
か
ら
身
柄
の
引
渡
し
を
受
け
た
者
に
対
し
て
巣
鴇
刑
務

所
で
残
刑
を
執
行
し
た
。

を
し
た
事
例
は
資
料
上
見
当
た
ら
な
い
。

朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
台
湾
出
身
者
で
戦
争
犯
罪
裁
判
に
お
い
て
起
訴
さ
れ
た
者
の
数
及
び
そ
の
裁
判
結
果
等
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
そ
の
実
態
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
。
資
料
か
ら
推
定
で
き
る
受
刑
者
総
数
は
、
朝
鮮
半
島
出
身
者
に
つ
い

て
百
五
十
名
程
度
、
台
湾
出
身
者
に
つ
い
て
百
七
十
名
程
度
と
承
知
し
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
出
身
者
及
び
台
湾
出
身
者
に
つ
い
て
、
我
が
国
は
、
累
次
に
わ
た
り
赦
免
の
勧
告
を
し
て
い
る
。
減
刑
の
勧
告

鐸

鐙
（
二
口
メ
モ
）
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霊
Ａ
級
戦
犯

（
国
会
答
弁
例
）

○
田
邊
（
誠
）
委
員
・
・
・
中
曽
根
さ
ん
、
あ
な
た
が
靖
国
神
社
に
公
式
参
拝
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
靖
国
に
は
Ａ
級
戦
犯

が
合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
ま
し
た
か
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
あ
な
た
は
参
拝
さ
れ
ま
し
た
か
。

○
中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
そ
れ
は
念
頭
に
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

○
田
邊
（
誠
）
委
員
な
ぜ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
知
ら
な
か
っ
た
の
じ
や
な
い
で
す
ね
。
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣
八
月
十
五
日
に
、
靖
国
懇
の
我
々
に
対
す
る
意
見
も
あ
り
、
か
つ
ま
た
全
国
民
の
大
多
数
が
総
理

大
臣
が
参
拝
す
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
ま
た
靖
国
神
社
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
追
悼
施
設
、
中
心
的
施
設
で
あ
る
、
そ
う

い
う
こ
と
も
考
え
ま
し
て
、
全
国
民
の
大
多
数
の
要
望
に
こ
た
え
て
参
拝
を
し
た
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
追
悼
と
平
和

に
対
す
る
我
々
の
誓
い
を
新
た
に
し
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
お
参
り
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

○
安
倍
（
基
）
委
員
も
う
時
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
最
後
に
も
う
一
遍
念
を
押
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る

と
、
い
ろ
い
ろ
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
た
場
合
に
、
政
府
は
靖
国
神
社
に
対
し
て
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
を
外
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
要
請
は
す
る
つ
も
り
が
あ
る
の
で
す
か
、
な
い
の
で
す
か
。

○
渡
辺
（
秀
）
政
府
委
員
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
政
教
分
離
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
政
府
の
方

か
ら
あ
る
特
定
の
神
社
仏
閣
に
い
か
よ
う
な
形
で
も
憲
法
に
抵
触
す
る
よ
う
な
中
で
差
し
出
が
ま
し
い
こ
と
を
申
し
上
げ
る
つ

も
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『

一
臓
蝿
峨
鱸
官
洲
鯲
伺
乾
鮮
潅

曇
●
蕊
建
：
二
釜

("‐
（
二
口
メ
モ
）
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■
Ａ
級
戦
犯

○
大
西
説
明
員
：
・
御
案
内
の
よ
う
に
、
厚
生
省
は
遺
族
援
護
と
い
う
立
場
か
ら
靖
国
神
社
か
ら
の
調
査
依
頼
に
応
じ
ま

し
て
、
一
般
的
な
調
査
資
料
提
供
の
一
環
と
い
う
こ
と
で
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
等
の
裁
定
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
、
回
答
い
た

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
戦
犯
の
遺
族
に
関
す
る
遺
族
年
金
、
弔
慰
金
等
の
裁
定
状
況
等
に
つ
き
ま
し
て
も
同
様

に
調
査
、
回
答
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
犯
を
含
め
だ
れ
を
合
祀
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
は
あ
く
ま
で
靖
国
神
社
の
判
断
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
厚
生
省
か
ら
の
調
査
、
回
答
を
受
け
て
靖
国
神
社
が
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
戦
犯
を
合
祀
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
御
参
考
ま
で
に
、
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
に
関
し
ま
し
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
十
九
日
付
の
朝
日
新
聞
朝
刊
及
び
サ

ン
ケ
イ
新
聞
朝
刊
に
こ
の
Ａ
級
戦
犯
合
祀
に
至
る
経
緯
が
報
道
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
参
考
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
靖
国
神
社
に
藤
田
勝
重
と
い
う
権
宮
司
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
方
の
お
話
し
に
な

ら
れ
た
内
容
と
い
う
こ
と
で
新
聞
に
載
っ
て
お
る
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
は
朝
日
新
聞
の
方
の
記
事
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と

読
ま
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

こ
れ
ま
で
Ａ
級
戦
犯
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
国
民
感
情
の
面
か
ら
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
が
、
戦
後
三
十
三
年
も
経

過
し
て
い
る
こ
と
や
、
明
治
以
来
の
伝
統
か
ら
靖
国
へ
ま
つ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
、
と
神
社
内
で
判
断
し
た
。
Ａ
級
戦
犯

と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
国
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
く
、
遺
族
の
心
情
も
思
い
、
い
つ
ま
で
も
放
置
し

て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た
。
な
お
、
不
満
の
人
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ち
い
ち
遺
族
の
承
諾
を
求
め
る
も
の
で
は
な

い
と
判
断
し
、
案
内
も
出
さ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
だ
け
の
判
断
で
は
な
く
、
神
社
の
崇
敬
者
総
代
の
全
員
の

合
意
も
得
た
。
関
係
者
に
あ
ら
ぬ
刺
激
を
与
え
た
く
な
か
っ
た
が
、
無
理
に
か
く
す
気
持
ち
も
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
、
ま

つ
ら
れ
る
べ
き
時
期
に
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

悪

一

衆
・
法
務
委
昭
六
一
・
一
○
・
二
二

大
西
厚
生
省
援
護
局
庶
務
課
長
答
弁

轡
（
二
口
メ
モ
）
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目
Ａ
級
戦
犯

お
む
ね
同
趣
旨
の
記
事
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
し
て
も
、
こ
の
戦
、

と
が
明
確
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
戦
犯

○
水
田
政
府
委
員
。
：
援
謹
法
は
御
承
知
の
と
お
り
二
十
七
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
て
、
翌
二
十
八
年
に
、
い
わ
ゆ
る
平
和

条
約
十
一
条
に
基
づ
き
ま
し
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
拘
禁
中
に
死
亡
し
た
り
刑
死
し
た
人
の
遺
族
に
つ
い
て
は
社
会
保
障
的
に

こ
れ
を
救
済
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
法
案
の
審
議
の
際
に
指
摘
さ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
国
際
的
な
影
響
等

に
つ
き
ま
し
て
も
、
外
務
省
か
ら
省
議
で
、
社
会
保
障
的
に
こ
れ
を
行
う
の
な
ら
ば
特
に
国
際
上
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
回

答
も
な
さ
れ
、
超
党
派
で
い
わ
ゆ
る
先
生
の
御
指
摘
の
と
お
り
の
修
正
が
行
わ
れ
、
私
ど
も
は
、
戦
犯
の
御
遺
族
の
方
に
社
会

保
障
的
に
こ
の
給
付
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ａ
級
で
あ
ろ
う
と
Ｂ
級
で
あ
ろ
う
と
Ｃ
級
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
は
差
が
な
い
も

の
と
考
え
て
、
給
付
を
い
た
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
う
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
お
る
の
が
コ
メ
ン
ト
と
し
て
載
っ
て
お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
の
方
も
お

○
味
村
政
府
委
員
恩
給
法
の
規
定
に
よ
り
ま
し
て
、
戦
犯
と
し
て
の
拘
禁
中
に
死
亡
し
た
方
々
に
対
し
て
は
恩
給
を
支
給
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
恩
給
法
の
観
点
か
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
片
一
方
、
靖
国
神
社
が
Ａ
級
戦
犯
を
合
祀
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
靖
国
神
社
の
判
断
に
よ
り
ま
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
間
に
特
段
の
関
係
が
あ

で

の、

特
に
Ａ
級
戦
犯
の
合
祀
は
神
社
側
の
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ

一

衆
・
法
務
委
昭
六
一
・
一
○
・
二
二

味
村
内
閣
法
制
局
長
官
答
弁

一
嫉
窪
塗
胤
二
羅
一
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モ
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匿
Ａ
級
戦
犯

○
味
村
政
府
委
員
平
和
条
約
の
十
一
条
に
よ
り
ま
し
て
、
我
が
国
は
極
東
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
、
こ
れ
を
受
諾
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
他
方
、
恩
給
法
上
は
恩
給
法
の
九
条
に
よ
り
ま
し
て
、
九
条
の
一
項
の
二

号
で
「
死
刑
又
ハ
無
期
若
ハ
三
年
ヲ
超
ユ
ル
懲
役
若
ハ
禁
銅
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
」
、
こ
れ
は
恩
給
の
欠
格
事
由
、
こ

う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
同
条
の
二
項
に
よ
り
ま
し
て
「
在
職
中
ノ
職
務
二
関
ス
ル
犯
罪
（
過
失
犯
ヲ
除
ク
）

ニ
因
り
禁
鋼
以
上
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
権
利
消
滅
ス
」
、
た
だ
し
書
き
が
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ

う
な
こ
と
で
い
ず
れ
も
そ
の
欠
格
事
由
、
一
定
以
上
の
懲
役
な
り
禁
銅
を
受
け
ま
す
と
欠
格
事
由
と
い
う
こ
と
に
相
な
っ
て
お

た
だ
、
こ
れ
は
我
が
国
の
刑
事
裁
判
所
に
お
き
ま
し
て
裁
判
を
受
け
た
結
果
こ
う
い
う
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の

が
確
定
し
た
解
釈
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
極
東
軍
事
裁
判
所
の
裁
判
は
、
こ
れ
は
我
が
国
の
裁
判
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、

し
た
が
っ
て
、
恩
給
法
上
の
欠
格
事
由
に
は
も
と
も
と
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
該
当
し
な
い
こ
と
が
先
ほ

ど
申
し
上
げ
ま
し
た
平
和
条
約
の
十
一
条
に
違
反
す
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
、
こ
の
よ
う
に

考
え
て
お
り
ま
す
。

る
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

り
ま
す
。
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